
 

           雨水流出抑制対策に関する手続きの 

                  オンライン申請を開始します 

開発行為など土地の締固め等の行為に対する雨水流出抑制対策である、 

 ○埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例（県雨水条例）及び 

 ○特定都市河川浸水被害対策法（特定都市河川法）に関する、 

以下の許可申請・届出の手続きを、オンラインで行っていただくことが 

できるようになりました。 

＜埼玉県事業者オンライン申請サービス＞ 

   https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/s/ 

 ※利用にはユーザー登録が必要です。詳細は、リンク先に掲載のマニュアルをご確認ください。 

＜各種制度の概要＞ 

・県雨水条例：https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/usuijyourei/usuiryuusyutu.html 

・特定都市河川法：https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/kasen/20240329tokuteitosikasen.html 

 

盛土により 
湛水位上昇 

湛水想定 
区域 

令和７年 

１２月９日 

受付開始 
 

１ 【県雨水条例】許可申請等 

  (1) 雨水流出増加行為関係 

   ア 許可申請（協議）書 〔様式第 1 号、条例 3（6）条関係〕 

   イ 変更許可申請書 〔様式第 2 号、条例 7 条 1 項関係〕 

   ウ 工事完了届出書 〔様式第 3 号、条例 8 条 1 項関係〕 

   エ 工事廃止届出書 〔様式第 4 号、条例 8 条 1 項関係〕 

３ 【特定都市河川法】許可申請等 ※特定都市河川の指定流域のみ対象 

 (1)雨水浸透阻害行為関係 

  ア 許可申請（協議）書 〔別記様式第二、法 30（35）条関係〕 

  イ 変更許可申請（協議）書 〔様式第 3 号、法 37 条 1（4）項関係〕 

  ウ 変更届出書 〔様式第 4 号、法 37 条 3 項関係〕 

  エ 工事着手届出書 〔様式第 5 号、法施行細則 5 条関係〕 

  オ 工事完了届出書 〔別記様式第三、法 38 条 1 項関係〕 

  カ 工事廃止届出書 〔別記様式第四、法 38 条 1 項関係〕 

 (2) 雨水貯留浸透施設機能阻害行為関係 

  ア 許可申請（協議）書 〔別記様式第六、法 39 条 1（4）項関係〕 

今回提出される許可申請・届出にチェック☑を入れて、次ページでシステムの入口をご確認ください。 

                           埼玉県 河川砂防課 計画調査・流域治水担当 

                           電話：０４８－８３０－５１６４ E-mail：a5120-15@pref.saitama.lg.jp 
お問い合わせ先 

２ 【県雨水条例】盛土行為届出 

 (1)盛土行為関係 

  ア 盛土行為届出書 〔様式第 5 号、条例 12 条 1 項関係〕 

  イ 変更届出書 〔様式第 6 号、条例 13 条 1 項関係〕 

  ウ 工事完了届出書 〔様式第 7 号、条例 14 条関係〕 

  エ 工事廃止届出書 〔様式第 8 号、条例 14 条関係〕 

 (2)雨水流出抑制施設機能阻害行為関係 

  ア 機能阻害行為届出書 〔様式第 9 号、条例 18 条 1 項関係〕 

盛土により 
湛水位上昇 

https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/s/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/usuijyourei/usuiryuusyutu.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/kasen/20240329tokuteitosikasen.html


 

【県雨水条例】 
雨水流出増加行為 
ありの場合は 
こちらへ 

※盛土行為や法の申請を含む

場合もこちら 

【県雨水条例】 
盛土行為、 
機能阻害行為 
のみの場合は 
こちらへ 

 

 「埼玉県事業者オンライン申請サービス」 各種申請メニューのご案内 

注：着手・変更・完了・廃止の手続きをする場合は、 

必ず新規に申請した際に選択ものと同じ色の入口から入力してください 

【特定都市河川法】 

雨水浸透阻害行為、 

機能阻害行為 

のみの場合は 

こちらへ 

 


